
各国国内移行
受理官庁
（日本） 米国特許庁

出願 PCT出願 翻訳文提出 → ―― 特許査定
審査請求 PPH申請

早期審査
ヨーロッパ特許庁

翻訳文提出 → 審査請求 ―― 特許査定
PPH申請

中国特許庁

翻訳文提出 → 審査請求 ―― 特許査定
PPH申請

韓国特許庁

翻訳文提出 → 審査請求 ―― 特許査定

PPH申請

受理官庁（日本） 国内移行

日本

→ 審査請求 → 拒絶理由通知→ 拒絶対応 → 特許又は
拒絶査定

米国

→ → 拒絶理由通知→ 拒絶対応 → 最終
拒絶査定 → 拒絶対応 → 特許又は

拒絶査定

ヨーロッパ

PCT出願 → 審査請求 → 拒絶理由通知→ 拒絶対応 → 特許又は
拒絶査定

中国

→ 審査請求 → 拒絶理由通知→ 拒絶対応 → 特許又は
拒絶査定

韓国

→ 審査請求 → 拒絶理由通知→ 拒絶対応 → 特許又は
拒絶査定

←---------------12ヶ月以内-----------------→
←----------------------30ヶ月以内--------------------------→

←--30ヶ月以内-→

コメント
PPHルートは早期審査費用及び各国でのPPH提出費用がプラスになり且つ、初期費用が大きくなりますが、各国段階での拒絶理由通知がほとんどない
ので、トータルとしては最初からPCTルートと比較して、大分コストが少なくなります。

日本国特許庁

拒絶理由通知はほとんどなし

PPHルート

PCTルート

拒絶理由
通知

拒絶対応


